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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　がんを治療するためのCAR T細胞組成物であって、
　該CAR T細胞は、標的部分に対するCARを含み、
　投与にあたって、
　リンカーによって標的部分に連結している低分子リガンドを含む化合物またはその薬学
的に許容される塩の第１の用量を投与し、同化合物またはその薬学的に許容される塩の第
２の用量（ここで、第２の用量は第１の用量とは異なる）を投与することを合わせて行う
ことを特徴とする、CAR T細胞組成物。
【請求項２】
　がんを治療するためのCAR T細胞組成物であって、
　該CAR T細胞は、標的部分に対するCARを含み、
　投与にあたって、
　第１の複合体またはその薬学的に許容される塩を投与し、第２の複合体またはその薬学
的に許容される塩を投与する（ここで、第１の複合体および第２の複合体は、それぞれリ
ンカーによって標的部分に連結している低分子リガンドを含み、第１の複合体と第２の複
合体は異なる）ことを合わせて行うことを特徴とする、CAR T細胞組成物。
【請求項３】
　がんを治療するためのCAR T細胞組成物であって、
　該CAR T細胞は、標的部分に対するCARを含み、
　投与にあたって、
　第１の複合体またはその薬学的に許容される塩の第１の用量を投与し、第２の複合体ま
たはその薬学的に許容される塩の第２の用量を投与する（ここで、第１の複合体および第
２の複合体は、それぞれリンカーによって標的部分に連結している低分子リガンドを含み
、第１の複合体と第２の複合体は異なり、第１の用量および第２の用量は異なる）ことを
合わせて行うことを特徴とする、CAR T細胞組成物。
【請求項４】
　配列番号：１に対して少なくとも約９０％、約９５％、約９８％、または約１００％の
同一性を有する核酸を含むCAR T細胞。
【請求項５】
　配列番号：２に対して少なくとも約９０％、約９５％、約９８％、または約１００％の
同一性を有するポリペプチドを含むCAR T細胞。
【請求項６】
　配列番号：１に対して少なくとも約９０％、約９５％、約９８％、または約１００％の
同一性を有し、キメラ抗原受容体をコードする核酸。
【請求項７】
　配列番号：２に対して少なくとも約９０％、約９５％、約９８％、または約１００％の
同一性を有するキメラ抗原受容体ポリペプチド。
【請求項８】
　配列番号：１に対して少なくとも約９０％、約９５％、約９８％、または約１００％の
同一性を有する核酸を含むベクター。
【請求項９】
　ベクターが、レンチウイルスベクターである、請求項８に記載のベクター。
【請求項１０】
　がんを治療するための請求項４または５に記載のCAR T細胞を含む医薬組成物であって
、
　投与にあたって、
　リンカーによって標的部分に連結している低分子リガンドを含む化合物またはその薬学
的に許容される塩を投与することを合わせて行うことを特徴とする、医薬組成物。
【請求項１１】
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　少なくとも２つの異なるタイプのブリッジを含む組み合わせ医薬であって、
　該ブリッジが標的部分に連結している低分子リガンドを含み、ブリッジの少なくとも１
つにあるリガンドがCAIXリガンドであり、別のブリッジにあるリガンドが葉酸、DUPA、CC
K2Rリガンド、NK-1Rリガンド、およびガンマグルタミルトランスペプチダーゼのリガンド
から選択され、ブリッジ分子中の標的部分が同じである、組み合わせ医薬。
【請求項１２】
　少なくとも２つの異なるタイプのブリッジを含む組み合わせ医薬であって、
　該ブリッジが標的部分に連結している低分子リガンドを含み、ブリッジの少なくとも１
つにあるリガンドがNK-1Rリガンドであり、別のブリッジにあるリガンドが葉酸、DUPA、C
CK2Rリガンド、CAIXリガンド、およびガンマグルタミルトランスペプチダーゼのリガンド
から選択され、ブリッジ分子中の標的部分が同じである、組み合わせ医薬。
【請求項１３】
　少なくとも２つの異なるタイプのブリッジを含む組み合わせ医薬であって、
　該ブリッジが標的部分に連結している低分子リガンドを含み、ブリッジの少なくとも１
つにあるリガンドがガンマグルタミルトランスペプチダーゼのリガンドであり、別のブリ
ッジにあるリガンドが葉酸、DUPA、CCK2Rリガンド、CAIXリガンド、およびNK-1Rリガンド
から選択され、ブリッジ分子中の標的部分が同じである、組み合わせ医薬。
【請求項１４】
　標的化部分がFITCである、請求項１１、１２、または１３に記載の組み合わせ医薬。
【請求項１５】
　がんを治療するためのCAR T細胞を含む医薬組成物であって、投与にあたって、請求項
１１～１４のいずれかに記載の組み合わせ医薬を投与することを合わせて行うことを特徴
とする、医薬組成物。
【請求項１６】
　式：
【化１】

【化２】
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【化３】

または
【化４】

で示される複合体。
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